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町からのお知らせ

高額医療・高額介護合算制度のお知らせ

後期高齢者医療保険又は
国民健康保険（70 ～ 74 歳）

＋ 介護保険

国民健康保険（70 歳未満）
＋ 介護保険

現役並み所得者
（注 1） 67 万円 所得が 901 万円を

超える 212 万円

一般（注２） 56 万円 所得が 600 万円を
超え 901 万円以下 141 万円

低所得者Ⅱ 31 万円 所得が 210 万円を
超え 600 万円以下 67 万円

低所得者Ⅰ 19 万円 所得が
210 万円以下 60 万円

低所得者（注３） 34 万円

【世帯の負担限度額（平成 28 年度分）】

注１：現役並み所得者とは、70 歳以上

　　　の方で医療保険の自己負担割合が

　　　３割となっている方です。

注２：一般とは、現役並み所得者（上位

　　　所得者）、低所得者Ⅰ、低所得者

　　　Ⅱ以外の方です。

注３：低所得者とは、世帯全員が市町村

　　　民税非課税の方です。

※ 70 歳以上の方は、低所得者の区分がⅠ

とⅡに分かれています。世帯全員の所得

が一定以下（年金収入 80 万円以下等）

の場合は、Ⅰの所得区分が適用されます。

■ 高額医療・高額介護合算制度とは？
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、１年間に支払った医療保険と介

護保険の自己負担額（高額療養費等を除く）を合計し、負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支

給するものです。

■ 支給対象は？
各医療保険における世帯内で、医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯

■ 支給額は？
医療保険と介護保険の自己負担額（高額療養費、高額介護サービス費を差し引いた額）を合算した額から

下表の【世帯の負担限度額（平成 28 年度分）】を差し引いた額が支給されます。ただし、支給額が 500 円

を超えない場合は支給されません。また、特定福祉用具購入費、住宅改修費、食費・居住費、差額ベッド

代等の保険外費用は合算対象になりません。

　基準日（７月 31 日）現在、国民健康保険又は後期高齢者医療保険に加入している方のうち、高額医療・

高額介護合算制度の支給対象と思われる世帯には、12 月中旬に申請の案内を送付しますので、住民課保

険年金係まで申請してください。なお、下記に該当する方には、申請の案内ができない場合がありますの

で、上記の制度内容を参考にして支給対象となるか確認してください。

　合算対象期間（平成 28 年８月～平成 29 年７月）に、
・転入や転出、町内転居、世帯分離等の世帯の異動をされた方
・他の健康保険から国民健康保険や後期高齢者医療保険に移られた方

【時効についての留意点】

高額介護合算療養費は基準日の翌日から２年を経過すると時効となり、

支給ができなくなります。申請は基準日の翌日から２年の間に行ってください。

※問合せ先　・基山町役場　住民課　保険年金係　☎９２－７９３４
　　　　　　・佐賀県後期高齢者医療広域連合　☎０９５２－６４－８４７６
　　　　　　・鳥栖地区広域市町村圏組合　介護保険課　☎８１－３３１５

※８月から翌年７月までの 12 か月間が合算対象期間になります。

※所得区分は、基準日（７月 31 日）現在における加入医療保険での高額療養費の限度額区分を適用します。
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平
成
29
年
中
に
家
屋
を
新
築
・
増
築
・
解
家
・

用
途
変
更
を
さ
れ
た
方
へ

　

毎
年
１
月
１
日
現
在
で
家
屋
等
を

所
有
し
て
い
る
方
に
は
、
固
定
資
産

税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
29
年
１
月
２
日
以
降
で
年
内

（
平
成
29
年
中
）に
家
屋
を
新
築
や
増 

築
さ
れ
た
方
で
、
税
務
課
か
ら
の
家

屋
調
査
が
ま
だ
済
ん
で
い
な
い
方

は
、
至
急
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

故
意
に
調
査
を
拒
ま
れ
た
場
合
、

家
屋
の
評
価
額
が
正
し
く
算
出
さ
れ

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
家
屋
を
取
り
壊
さ
れ
た
方

は
、
必
ず
解
家
届
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
提
出
さ
れ
な
い
場
合
、
次
年

度
以
降
も
課
税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
家
屋
の
用
途
を
変
更

（
住
宅
か
ら
店
舗
へ
の
変
更
な
ど
）

さ
れ
た
方
は
、
住
宅
用
地
異
動
申
告

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
提
出
・
問
合
せ
先

税
務
課　

固
定
資
産
税
係

☎
９
２

－

７
９
１
８

  

12
月
４
日
～
10
日
は
人
権
週
間
で
す 

　

 

「
み
ん
な
で
築
こ
う
人
権
の
世
紀
」
～
考
え
よ
う 

相
手
の
気
持
ち 

未
来
へ
つ
な
げ
よ
う 

違
い
を
認
め
合
う
心
～

　

世
界
人
権
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
12

月
10
日
を
「
人
権
デ
ー
」
と
定
め
、

12
月
４
日
か
ら
10
日
ま
で
を
「
人
権

週
間
」と
し
て
、
世
界
人
権
宣
言
の

意
義
を
訴
え
る
と
と
も
に
人
権
尊
重

思
想
の
普
及
高
揚
に
努
め
て
い
ま
す

　

生
命
の
尊
さ
・
大
切
さ
や
、
自
己

と
他
人
の
存
在
価
値
、
他
人
と
の
共

生
・
共
感
の
大
切
さ
を
実
感
し
、「
思 

い
や
り
の
心
」
と
「
か
け
が
え
の
な

い
命
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。

　

町
に
は
、
法
務
大
臣
が
委
嘱
し
た

民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
人
権

擁
護
委
員
が
３
名
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
人
権
行
政
相
談
や
、
高
齢
者
福

祉
施
設
寿
楽
園
へ
の
出
張
相
談
な
ど

地
域
に
根
ざ
し
た
活
動
を
行
い
、
人

権
思
想
の
普
及
と
人
権
侵
害
の
防
止

に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

▽
人
権
擁
護
委
員

・
中
島 

し
ょ
う
子
さ
ん
（
東
町
下
）

☎
９
２

－

５
４
４
３

・
大
久
保 

由
美
子
さ
ん
（
上
町
上
第
１
）

☎
９
２

－

６
７
８
５

・
藤
野 

恭
裕
さ
ん
（
三
ヶ
敷
東
）

☎
０
９
０

－

５
９
３
４

－

９
６
７
２

※
問
合
せ
先

　

総
務
企
画
課　

文
書
法
令
係　

　

☎
９
２

－

２
１
８
８

  

第
３
回 

ま
ち
づ
く
り
推
進
審
議
会
を
開
催
し
ま
す

　

基
山
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
第

27
条
に
よ
り
設
置
を
規
定
さ
れ
て
い

る
、
ま
ち
づ
く
り
推
進
審
議
会
を
開

催
し
ま
す
。

▽
日
時

　

12
月
18
日
（
月
）
午
後
２
時
か
ら

▽
場
所　

　

役
場
２
階　

２
０
２
会
議
室

▽
審
議
内
容

・
町
民
参
加
の
方
法
及
び
提
案
等
に

関
す
る
事
項

・
基
山
町
ま
ち
づ
く
り
提
案
書
に
つ

い
て

※
審
議
会
は
公
開
し
ま
す
。
傍
聴
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
当
日
会
場
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

　

ま
ち
づ
く
り
課　

協
働
推
進
係

　

☎
９
２

－

７
９
３
５　

  「
広
報
き
や
ま
」
有
料
広
告
の
掲
載
料
を
改
定
し
ま
す

　

平
成
30
年
度
よ
り
、
有
料
広
告
事

業
の
見
直
し
の
一
環
と
し
て
、
広
報

き
や
ま
に
掲
載
す
る
有
料
広
告
の
掲

載
料
を
改
定
し
ま
す
。

　

対
象
は
、
平
成
30
年
４
月
１
日
号

以
降
の
掲
載
分
（
平
成
30
年
1
月
以

降
に
広
告
掲
載
申
込
書
の
提
出
が
あ 

っ
た
も
の
）で
、平
成
29
年
中
の
申
込 

書
提
出
分
に
は
改
定
前
の
掲
載
料
が

適
用
さ
れ
ま
す
。

　

改
定
後
の
掲
載
料
は
次
の
と
お
り

で
す
。
な
お
、
12
回
以
上
掲
載
い
た

だ
け
る
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ

掲
載
料
で
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

▽
掲
載
料
（
１
回
あ
た
り
）

・
１
段（
縦 　
　

×
横  　
　

） …
６
千
円

※
12
回
掲
載
の
場
合
は
6
万
円

・　

段（
縦　
　

 

×
横　
　

  

）…
４
千
円

※
12
回
掲
載
の
場
合
は
３
万
６
千
円

※
問
合
せ
先

　

財
政
課　

財
政
係

　

☎
９
２

－

７
９
１
７

47

177

mm

1/2

mm

。

47

86

mm

mm

。
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平
成
30
年
１
月
採
用　

 
  

基
山
町
臨
時
的
任
用
職
員
（
一
般
事
務
・
管
理
栄
養
士
・
保
育
士
）
募
集

　

町
で
は
、
正
規
職
員
の
育
児
休
業

等
に
よ
り
欠
員
が
生
じ
、
代
替
職
員

が
必
要
な
場
合
に
、
期
限
付
き
で
任

用
し
、
正
規
職
員
と
同
様
の
業
務
に

従
事
す
る
臨
時
的
任
用
職
員
を
募
集

し
ま
す
。

▽
募
集
内
容　

下
表
の
と
お
り

▽
各
種
保
険　

　

健
康
保
険
、
厚
生
年
金
保
険

▽
申
込
書
の
請
求
方
法

申
込
書
・
採
用
試
験
実
施
要
綱
は
、

総
務
企
画
課
行
政
係
で
配
布
す
る

ほ
か
基
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
郵

便
請
求
の
場
合
は
、
封
筒
の
表
に 

「
臨
時
的
任
用
職
員
採
用
試
験
申 

込
書
請
求
」
と
朱
書
き
し
、
宛
名

を
明
記
し
た
定
型
の
返
信
用
封
筒

（
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
入
る
大
き
さ
）

に
、
１
２
０
円
切
手
を
必
ず
貼
っ

て
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
書
の
提
出
方
法

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

写
真
欄
に
申
込
み
６
か
月
以
内
に

撮
影
し
た
本
人
の
写
真
を
貼
っ
て 

総
務
企
画
課
行
政
係
ま
で
ご
提
出

く
だ
さ
い
。
郵
送
で
申
込
み
の
場

合
は
、
封
筒
の
表
に
「
臨
時
的
任

用
職
員
採
用
申
込
み
」
と
朱
書
き

し
、
必
ず
書
留
郵
便
で
お
送
り
く

だ
さ
い
。

▽
申
込
み
締
切
日

　

12
月
15
日
（
金
）
必
着

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

▽
試
験
に
つ
い
て

・
日
時　

12
月
下
旬    

午
前
８
時
30
分
開
始

・
場
所　

役
場
３
階　

会
議
室

※
日
時
、
場
所
等
に
つ
い
て
は
変
更

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
内
容　

面
接
試
験
、
作
文
試
験
、
適
性
検

査
、
パ
ソ
コ
ン
操
作
試
験
（
一
般

事
務
・
管
理
栄
養
士
受
験
者
の
み
）

※
基
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
要
綱
等

　

を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

※
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

総
務
企
画
課  

行
政
係（
役
場
３
階
）

　

〒
８
４
１

－

０
２
０
４

　

基
山
町
大
字
宮
浦
６
６
６

　

☎
９
２

－

７
９
１
５

募集
職種

募集
人数

任用期間 
※更新する場合あり 受験資格 勤務時間・休暇等 賃金 勤務先

一般 
事務 １人 平成 30 年 1 月 9 日 

から 6 か月

パソコン（ワープロ
及び表計算ソフト）
の操作ができる方

（学歴不問）

午前８時 30 分～
　　　午後５時 15 分

（休憩時間は正午～午後１時）
※年次有給休暇等の
　諸休暇あり

141,600 円 / 月
・経歴により、この額以 
上になることがあります。 

（上限は、月額 167,600 円）
・期末勤勉手当、退職手当、
時間外勤務手当、該当者に
は、通勤手当、住居手当等
の諸手当が支給されます。

基山町
役場

管理
栄養士 １人 平成 30 年1 月17 日 

から 6 か月
管理栄養士の 
資格を有する方

保育士 １人 平成 30 年 1 月 9 日 
から 6 か月

保育士の資格を
有する方

午前７時 30 分～午後７時
のうち７時間 45 分
※年次有給休暇等の
　諸休暇あり

基山町立 
基山保育園

▽募集内容

、

  

企
業
・
事
業
所
の
皆
様
へ 

      

雇
用
に
関
す
る
制
度
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　

基
山
町
地
域
雇
用
創
造
協
議
会
で

は
、
地
元
企
業
の
雇
用
促
進
を
図
る

た
め
に
、
国
・
県
・
町
な
ど
が
実
施

す
る
雇
用
及
び
中
小
企
業
者
向
け
の

支
援
制
度
に
関
す
る
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。
各
機
関
の
担
当
者
が
説
明

し
ま
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

▽
日
時　

　

12
月
13
日（
水
）午
後
2
時
～
4
時

▽
場
所　

役
場
４
階　

大
会
議
室

▽
参
加
費　

無
料

▽
内
容

・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
鳥
栖
及
び
佐
賀
労

働
局
に
よ
る
「
雇
用
失
業
情
勢
、

雇
用
関
係
助
成
金
に
つ
い
て
」

・
九
州
経
済
産
業
局 

中
小
企
業
課

に
よ
る
「
中
小
企
業
等
経
営
強
化

法
に
か
か
る
施
策
説
明
」、「
よ
ろ

ず
支
援
拠
点
に
お
け
る
取
り
組
み

紹
介
」

・
佐
賀
県 

産
業
企
画
課
に
よ
る
「
雇

用
に
関
す
る
佐
賀
県
の
支
援
制
度

に
つ
い
て
」

※
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

基
山
町
地
域
雇
用
創
造
協
議
会　

 

　
（
産
業
振
興
課
内
）

　

☎
９
２

－

７
９
４
５

　
　

９
２

－

０
７
４
１

　
　

brand@
tow

n.kiyam
a.lg.jp

  

基
山
町
総
合
体
育
館
全
施
設
貸
出
及
び 

　
　
　
　
　
　
　

  

受
付
業
務
休
止
の
お
知
ら
せ

　

12
月
18
日
（
月
）
は
、
基
山
町
総

合
体
育
館
職
員
研
修
の
た
め
、
全
施

設
の
貸
出
及
び
受
付
業
務
を
正
午
よ

り
休
止
し
ま
す
。（
翌
日
か
ら
は
、
通 

常
ど
お
り
業
務
を
行
い
ま
す
。
）
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
業
務
休
止
期
間

　

12
月
18
日
（
月
）

　

正
午
～
午
後
９
時
30
分

※
問
合
せ
先

　

基
山
町
総
合
体
育
館

　

☎
９
２

－

２
８
２
２
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町からのお知らせ

        も と ざ く ら ココ

   デイサービス　 本 桜

鳥栖
　　　　　基山町本桜1673番地98
　　　　　　ＴＥＬ　0942-85-9991 けやき台駅

月極駐車場

歯医者さん
白坂信号

筑紫野 ← ３号線 →

楽しく通って、ちょっと気分転換に、お泊りも

できます。介護が必要な方も大丈夫です。

ご家族もほっと一息しませんか？

有
料
広
告

  

第
２
回 

き
や
ま
創
作
劇 

    「
八
ツ
並
の
姫
～
観
音
様
に
な
っ
た
お
姫
様
～
」
が
上
演
さ
れ
ま
す

　

12
月
10
日
（
日
）
に
開
催
す
る

２
０
１
７
ふ
・
れ
・
あ
・
い
フ
ェ

ス
タ
会
場
に
お
い
て
、
き
や
ま
創

作
劇
「
八
ツ
並
の
姫
～
観
音
様
に

な
っ
た
お
姫
様
～
」
が
上
演
さ
れ

ま
す
。

　

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
幅
広
い

年
齢
層
の
キ
ャ
ス
ト
と
ス
タ
ッ
フ

が
作
り
上
げ
る
、
基
山
の
歴
史
や

文
化
を
題
材
と
し
た
魅
力
あ
ふ
れ

る
創
作
劇
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い

▽
日
時　

12
月
10
日
（
日
）

・
１
回
目

午
前
11
時
30
分
開
演（
11
時
開
場
）

・
２
回
目

午
後
３
時
30
分
開
演（
３
時
開
場
）

※
ど
ち
ら
と
も
上
演
内
容
は
同
じ

▽
場
所

　

基
山
町
民
会
館　

大
ホ
ー
ル

▽
入
場
料
　
無
料
（
全
席
自
由
）

※
ど
な
た
で
も
入
場
可
能
で
す
。

▽
主
催

き
や
ま
創
作
劇
実
行
委
員
会
、

基
山
町
、
基
山
町
教
育
委
員
会

※
問
合
せ
先

ま
ち
づ
く
り
課　

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
係

☎
９
２

－

７
９
３
５

 
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
快
適
な
車
内
環
境
づ
く
り
に 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

           

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
を
気
持
ち 

よ
く
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ 

う
、
快
適
な
車
内
環
境
づ
く
り
に

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

バ
ス
の
乗
車
マ
ナ
ー

①
車
内
は
全
面
禁
煙
で
す
。
お
煙 

　

草
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

②
車
内
で
の
携
帯
電
話
の
通
話
は 

　

ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

③
車
内
が
混
み
あ
っ
て
き
た
ら
、 

　

一
人
で
も
多
く
の
方
に
お
座
り 

　

い
た
だ
け
る
よ
う
、
荷
物
は
膝 

　

の
上
に
置
い
て
い
た
だ
き
、
２ 

　

名
が
け
席
の
方
は
席
を
つ
め
て 

　

お
座
り
く
だ
さ
い
。

④
乗
降
時
は
、
降
り
る
方
を
優
先 

　

に
お
願
い
し
ま
す
。

⑤
車
内
へ
の
ペ
ッ
ト
の
お
持
ち
込 

　

み
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

　

定
住
促
進
課　

　

地
域
公
共
交
通
係　

　

☎
９
２

－

７
９
２
０

  

リ
サ
イ
ク
ル
品
の
展
示
・
販

売
会
が
開
催
さ
れ
ま
す

　

ク
リ
ー
ン
ヒ
ル
宝
満(

筑
紫
野
・
小
郡
・
基

山
清
掃
施
設
組
合)

に
持
ち
込
ま
れ
た
家
具
類

で
再
利
用
で
き
る
よ
う
に
修
理
し
た
も
の
が
販

売
さ
れ
ま
す
。

▽
展
示
・
販
売
日
時

　

12
月
13
日（
水
）
　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

▽
場
所　

ク
リ
ー
ン
ヒ
ル
宝
満

▽
対
象
者

　

基
山
町
、
筑
紫
野
市
、
小
郡
市
に
在
住
の
方

▽
展
示
品
目
　
家
具
類（
約
１
０
０
点
）

▽
販
売
価
格

　
１
点 

２
千
円
以
下（
１
人
２
点
ま
で
購
入
可
）

▽
購
入
方
法

希
望
の
品
の
値
札
を
取
り
、
管
理
棟
で
申
込

書
を
記
入
後
、
代
金
を
支
払
い
、
そ
の
場
で

お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。
当
日
お
持
ち
帰
り

が
で
き
な
い
場
合
は
、
12
月
22
日
（
金
）
ま

で
に
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。(

土
・
日
曜

日
を
除
く)

※
一
部
の
販
売
品
の
写
真
を
ク
リ
ー
ン
ヒ
ル
宝

満
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
下

見
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

　

ク
リ
ー
ン
ヒ
ル
宝
満　

　

☎
０
９
２

－

９
２
６

－

５
３
０
０

。


